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研究要旨 

研究目的 本研究の目的は平成 28年度に見直しが予定されている入院患者への看護の必要

性を判定するための看護必要度項目の妥当性等を検証し、新たな評価項目を活用した適正

な看護師配置等のあり方を検討することである。また、この適正な看護資源の配分に役立

つツールとして、簡便に利用することができる「患者分類」の方法を提案する。 

看護必要度は、入院基本料の施設基準として、平成 14 年に初めて導入され、平成 20 年

度から、一般病棟入院基本料 7対 1 に、平成 22 年度に 10 対 1、その後 13 対１と導入され

てきた。平成 28 年度診療報酬改定では病棟の特性を反映した患者像を反映するための評価

項目の見直しがなされる予定である。また、この看護必要度の評価は、一般急性期病棟だ

けでなく、地域包括ケア病棟等の亜急性期においても適切な評価ができることが期待され

ている。一方で、今後の評価項目の改定に伴い、従前に提案した患者分類を修正し、院内

の看護資源の適切な配分に利用するための方法論が求められている。 

そこで、平成 26 年度は、まず、①適正な看護職員配置のあり方について検討するために、

先行研究レビューを行い、看護職員の適正配置に関する方法論を整理した。 

次に、②平成 24 年に収集された看護必要度に係わる全国データを用いて、病棟種別ごと

の医療処置および療養上の世話の状況を把握した。 

③また、同データを用いて適正人員配置に活用可能な看護必要度によって算出される患

者分類の結果とその妥当性について検討した。その際、先行研究において開発された以下

の２種類の患者分類を用いた。ア.重症度基準（ICU 入室基準に用いられている）による得

点と HCU（ハイケアユニット管理料の算定基準に用いられている）基準による得点を組み合

わせて創られた分類(以下、重症患者分類と略す。)と、イ.「一般病棟用の重症度・看護必

要度」の A得点と B得点の組み合わせによって創られた分類（一般患者分類と略す。）とい

う「ア」、「イ」の２種類の患者分類による同一患者の２種類の分類結果について検討した。 

④DPC を算定する医療機関より、任意の 1 週間の看護必要度データを収集し、「一般病棟

用の重症度・看護必要度」を用いた重症患者割合を明らかにすることで、平成 26 年度以降

の「一般病棟用の重症度・看護必要度」評価項目の妥当性の検証をすると共に、重症患者

分類・一般患者分類によって算定される必要看護人員と実配置との差異等を明らかにし、

その妥当性を検証した。 

研究方法 ①看護師の適正配置に関わる文献レビューの実施にあたっては、PubMed と

Cinahl-databases を用いて、看護人員配置に係わる様々なキーワードを用いて検索した結



果を整理し、それらの論文についての考察を加えた。Journal of Advanced Nursing、Journal 

of Nursing Management のジャーナルについては直接キーワードに係わる論文を直接探し、

補完した。 

②2012 年に厚生労働省が収集した患者の医療処置や療養上の世話の提供実態に関するデー

タは全国の急性期病棟やリハビリテーション病院、慢性期病棟等に対して実施された調査

であり、その調査期間は任意の連続した 14 日間であった。この期間に入院していた全患者、

延べ 571,328 人日分のデータを分析対象とし、これらのデータが収集された病院の規模や

経営主体に関する情報、病棟別の人員配置情報も対象とした。なお、「一般病棟用の重症度・

看護必要度」、「重症度」、「重症度・看護必要度」等を構成する評価項目（平成 26 年度から

は、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度、特定集中治療室用の重症度、医療・看護必

要度、ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度）については、以下では看護必要

度に関わる項目（項目の詳細は、P.16 に表 1-1 を掲載。）と略すが、これらの項目の評価結

果を示すデータに加え、ICD-10 に準拠した主要診断群 MDC 情報等も分析対象とした。これ

らのデータから欠損値がなかった 140,056 件分を分析用のデータベースとして作成した。 

 分析データから、一般病棟で最も人員配置が高い”7対 1入院基本料”を算定していた病

棟を急性期病棟、”亜急性期入院医療管理料”を算定していた病棟を亜急性期病棟、”回復

期リハビリテーション病棟入院料”を算定していた病棟をリハビリテーション病院、”療養

病棟入院基本料”を算定していた病棟を慢性期病棟と分類し、これら４つの病棟別に入院

している患者 104,614 件を抽出し、基本属性や提供されていた医療処理（A得点）や療養上

の世話の得点（B得点）や、これらの得点を算出する根拠となったアイテムのカテゴリーの

比較を行った。 

③ ②と同じデータを用いて、入院日のデータに欠損がなかった患者 295,229 件のデータ

を抽出し、先に示した A、B得点を基に、先行研究によって示されてきた、一般患者分類と

重症患者分類を同一患者に付与し、この２種類の分類の関連性を主に分析した。 

④平成 24 年度の特別研究調査の対象となった DPCⅡ群の病院、および一般病棟入院基本料

７対１、10 対１、13 対１を算定していた 201 病院のうち、いわゆる看護必要度に関わる評

価結果のデータをリリーフナースおよびベッドコントロールに活用していると回答してい

た病院に対して、調査を依頼し、任意の一週間分の全入院患者の看護必要度に関わるアセ

スメントデータと DPC データ、さらに当該時期における看護配置およびリリーフナースの

配置実績のデータを収集した。 

一般病棟の 7対 1入院基本料の算定は、「一般病棟用の重症度・看護必要度」基準により、

A得点 2点以上かつ B得点 3点以上を重症患者とする重症患者割合が診療報酬上、設定され

ており、これが 15％以上であることが要件として示されている。この割合を重症患者割合

とし、これを算出した。 

 次に、看護必要度に関わる評価票を利用した 2種類の患者分類法により重症患者タイプ、

一般患者タイプの２つの患者タイプが示されるが、これら各タイプ別人数の構成割合や２



種類のそれぞれの患者分類法によって推計された看護師数を算出し、必要とされる推定看

護師人数と実際に配置されていた看護師数の値を比較した。その際には、実配置数を推定

看護師数で除した値を充足率と定義し、この値について検討をした。 

結果及び考察 ①先行研究からは、患者分類システムを看護師の人員配置に利用するため

には、看護師の業務量だけでなく、患者のケアやニーズを評価した資料、看護サービスに

関わる経費、看護に関わる医療資材等のコスト等、他の多くの要因も考慮すべきとされて

きたが、これらの複合する要因を含めた分析は、わが国では、ほとんど実施されていなか

った。 

また、毎日の評価データ収集は時間を要すため、データ収集を簡便化するためのシステ

ムを早急に構築する必要があることがわかった。しかし、このシステムのオペレーション

には、一定の能力を必要とするため、これに対する教育研修体制の整備も求められる。さ

らに、なによりも収集されるデータ精度を高めるためには、この評価に携わる看護師のア

セスメント能力の向上やその維持を図るための教育訓練体制の整備が重要と考えられた。 

②分析の結果、入院初日は全患者の 7 割近くが、一般的な医療処理を評価する A 項目は 0

点であった。このことは、初日には、ほとんど医療処置はなされていないことを示唆して

いた。また、入院から 6 日目までは、50％以上の患者が０点であることから、看護必要度

で評価される医療処置はほとんど提供されていないことが示されていた。 

一方、療養上の世話を示す B 項目の点数は、入院初日は患者の約 6 割が 0 点で、療養上

の世話が提供されていないことを示していたが、この傾向は 2 日目以降も継続しており、

日本の医療機関においては、医療も療養上の世話も受けていない患者が、いわゆる社会的

入院をしている状況にある者が現在もかなり多く存在していることが示唆された。 

③全国の急性期病院から収集された 295,229 件のデータによって、重症患者分類法による

分類を行った結果からは、重症患者タイプ２が 34.5%と最も多く、次に、タイプ１が 28.5%、

タイプ４が 24.9％、タイプ５は 8.1%、タイプ３は 3.9%と続いていた。タイプ 3に分類され

る患者は少なく、低い割合を示していた。 

一方、一般患者分類では、タイプ１が 31.7%も多かったが、最も高い割合を示したのはタ

イプ３で 33.0%を占めていた。タイプ２は 20.0％、タイプ４が 10.8%、タイプ５が 4.5%と

示され、急性期の看護が必要とされるタイプ５は低い割合を示していた。 

同一患者における２種類の患者分類法（重症患者タイプと一般患者タイプ）で分類され

た結果を比較したところ、重症患者分類法でタイプ４と示された者が、一般患者分類では

タイプ３となることや、同様にタイプ５の患者がタイプ３になるというように、重症患者

分類法と一般患者分類法での分類結果の差異が示され、これによって２種類の分類の特徴

を理解するとともに、それぞれの結果を比較することで患者像をより詳細に検討できた。 

例えば、重症患者分類法では、一般患者分類と比較し、療養上の世話の項目が多く評価

票に含まれているためこれを反映した分類が示されている。一方で、一般患者分類は、専

門的な治療・処置という急性期における看護サービス提供を反映している項目が評価票に



含まれているという特徴がある。重症患者分類と一般患者分類の利用に際しては、慎重な

使い分けを必要とするものの、それぞれの分類法の特徴を理解することで、より適切な人

材配置を実施する資料が得られる可能性があることが示された。 

④看護必要度を人員配置の資料として用い、リリーフナース等の根拠として活用していた

病院の重症度患者タイプは、タイプ１の割合が最も高かった。タイプ３はわずか 0.6％であ

り、ほとんど存在していなかった。一般患者タイプは、タイプ１の割合が 25.3％、タイプ

２が 31.7％、タイプ３が 38.0%と示され、タイプ３の割合が高かった。 

一方、推計看護師数は、重症患者分類法による推計値と一般患者分類法による推計値の

差は、+4.1 人から▲2.8 人までと 7 人もの差が示された。実配置との比較からは、重症患

者分類法を用いた推定値では、実配置のほうが看護師数は不足していた病棟があった。 

一般患者分類法による推定看護師数と実配置の比較においては、推計値よりも実配置人

数が多かった。このように重症患者分類による推定看護師数と、一般患者分類による推定

看護師数には差があり、一般患者分類のほうが看護師数は少なくなることがわかった。 

これらの２通りの結果が示された背景には、重症患者分類法は主に専門的な治療処置を

除く、医療処置と療養上の世話への看護量からの推計がなされており、一方、一般患者分

類法は、急性増悪患者に対応する医療処置を反映しやすいという特徴があったためと考え

られる。これらの結果からは、現状では、重症患者分類法が、より実態に近い配置を推計

していることを示唆していた。ただし、今後、病院の機能分化をすすめていく流れを勘案

するとすれば、一般病棟分類法を用いた推計値のほうが、あるべき配置を示しているとも

いえる。 

臨床現場においては、２種類の分類法によって示された推定値を比較検討しながら、現

状と、今後を見据えた現実的な配置をしていくことが必要とされる。また、これらの２種

類の分類法は病棟別の特徴をよく反映しているが、今後、さらに利便性の高い新たな分類

方法について検討すべきと考えられた。その際に、これらは実在する病棟であることから、

2種類の患者分類法によって示された看護師人数に対する臨床知見を集約し、推計方法に関

しての慎重な議論も必要であることを示していた。 

結論 ①日本の入院医療における医療及び看護サービスの実態から示された課題 

任意に選定された日本の病院における入院初日のデータを分析した結果、医療処置を受

けていない患者が約６割程度、療養上の世話を受けていない患者が 4 割と示され、現在、

病院には、医療処置や療養上の世話を受けていない患者が一定程度、入院していることが

明らかにされた。これまでも医療機関の機能分化をすすめ、現行の入退院システムを改善

するためには、退院が適切な時期に実施されるように在宅での医療処置や療養上の世話を

提供するための仕組みつくりや介護保険施設での一時的な滞在を含めた、地域での包括的

なケアシステムの整備を市町村が着実に実施することが必要であるとされてきた。だが、

本研究で示されたように、医療も療養上の世話も受けることなく入院している患者は相当

数、存在しており、これらの患者に対する適切な医療や看護サービス提供がいかに困難で



あるかを示唆しているものといえる。 

②適切な資源配分を行うための方法論の必要性とその構築方法 

適切な医療や看護資源の分配が簡便に実現できることを目指して、これまで２種類の患

者分類を提案してきたが、同一患者に対して、この２種類の患者分類を施してみた結果、

患者によっては、異なったタイプに分類される結果が示された。このため、分類結果を基

礎とした推計看護師数にも当然ながら２通りが示され、その差異が大きくなる病棟が存在

することがわかった。 

このように異なった結果が示された背景には、重症患者分類は主に療養上の世話を必要

とする、入院医療の多数を占める高齢患者像を反映しやすく、一般患者分類は急性増悪患

者に対応する医療処置の多さを反映しやすいという特徴が影響しているものと考えられ

た。したがって、今後は、より臨床現場の実態に合わせた分類を検討する必要があるもの

と考えられた。さらに、その際の分類及び推定における方法については、現状を基礎とす

べきか、あるいは、あるべき姿を基盤とすべきか等、さらに臨床知見を含めての慎重な議

論が必要なことを示していた。 



 
 

A．研究目的 

本研究の目的は、平成 26 年度改定で見

直しが予定されている、入院患者への看護

の必要性を判定するための看護必要度項目

の妥当性等を検証し、新たな評価項目を活

用した適正な看護師配置等のあり方を検討

することである。また、この適正な看護資

源の配分に役立つツールとして、簡易に利

用可能な「患者分類」の方法を提案する。 

これまで看護必要度は、入院基本料の施

設基準として平成 18 年にはじめて導入さ

れ、平成 20 年度から、一般病棟入院基本

料 7 対 1 に、平成 22 年度に 10 対 1、今

回の改定で、13 対 1 と導入されてきた。さ

らに平成 26 年度診療報酬改定では、さら

に病棟の特性を反映した患者像を反映する

ための評価項目の見直しがなされ、平成 28

年度の改定においても、このような機能分

化が図られる予定である。 

一方で、今後の評価項目の改定に伴い、

従前に提案した患者分類を修正し、病院内

で看護資源を配分する際に利用できる方法

論の必要性が高まっている。 

平成 26 年度研究の目的は、改定後の看

護必要度による重症患者割合を明らかにし、

看護必要度項目の妥当性を検証することで

ある。そこで、これを検討するために各種

病棟で勤務する看護師、学識経験者らによ

る研究委員会を設置することとした。 

また、適正な看護職員配置のあり方につ

いて検討するために、先行研究レビューを

行い、これまでの看護職員の適正配置に関

する方法論を整理した。 

 

 

B．研究方法 

１）看護師の適正人員配置を行うための患

者分類システムに係わる国外の研究レビュ

ー 

研究方法としては、主に PubMed と

Cinahl-databasesで以下のような様々なキ

ーワードを用いて検索した結果をまとめた。

キ ー ワ ー ド ： workload, workload 

measurement, personnel staffing and 

scheduling, health workforce planning, 

classification, patient classification, 

nursing administration, staffing level, 

nursing (care) intensity, patient acuity, 

instrument validation, validity, reliability, 

stress, occupational, sickness absence, 

human resource(s)。また、以下２つのジャ

ーナルについては直接キーワードに係わる

論文を直接探し、補完した（Journal of 

Advanced Nursing、Journal of Nursing 

Management）。 

 

２）全国の入院医療患者における入院基本

料タイプ別、入院日数別医療処置および療

養上の世話の提供実態 

2012 年に厚生労働省が収集した患者の

医療処置や療養上の世話の提供実態に関す

るデータで、厚生労働省は全国の急性期病

棟やリハビリテーション病院、慢性期病棟

等に対して調査対象期間となった 14 日間

に入院していた全患者、延べ 571,328 人日

分の看護必要度に関わるデータ、ICD-10 に

準拠した主要診断群 MDC 情報等を収集し

た。同時に調査対象病院の規模や経営主体

に関する情報や、病棟別の人員配置情報等

についても収集した。 



 
 

患者については、すべてのデータに欠損

値がなかった 140,056 件分のデータベース

を作成した。 

一般病棟で最も人員配置が高い”7 対 1

入院基本料”を算定していた病棟を急性期

病棟、”亜急性期入院医療管理料”を算定し

ていた病棟を亜急性期病棟、”回復期リハビ

リテーション病棟入院料”を算定していた

病棟をリハビリテーション病院、”療養病棟

入院基本料”を算定していた病棟を慢性期

病棟と分類し、これら４つの病棟種類別に

入院している患者 104,614 件の基本属性や

提供されていた看護必要度の医療処理に関

わるA 得点や療養上の世話に関わるB 得点

を比較した。 

 

３）一般病棟の入院患者データを用いた看

護必要度による患者分類の妥当性の検証 

 ②と同じデータを用いて、入院日のデー

タに欠損がなかった患者 295,229 件のデー

タから同一患者の一般患者分類と重症患者

分類の２種類の分類結果を示した。 

 

４）看護必要度による患者分類を用いた必

要人員配置の推計 

平成 24 年度特別研究調査対象となった

DPCⅡ群の病院、および一般病棟入院基本

料７対１、10 対１、13 対１を算定していた

201 病院のうち、DPCⅡ群を算定し、いわ

ゆる看護必要度に関わる評価結果のデータ

をリリーフナースおよびベッドコントロー

ルに活用していると回答していた病院に対

して、調査を依頼し、任意の一週間分の全

入院患者の看護必要度に関わるアセスメン

トデータと DPC データ、さらに当該時期に

おける看護配置およびリリーフナースの配

置実績のデータを収集した。 

一般病棟の 7 対 1 入院基本料の算定は、

「一般病棟用の重症度・看護必要度」基準

により、A 得点 2 点以上かつ B 得点 3 点以

上を重症患者とする重症患者割合が診療報

酬上、設定されており、これが 15％以上で

あることが要件として示されている。 

看護必要度の A,B 得点を利用して、2 種

類の患者分類（重症患者分類、一般患者分

類）が示されるが、これら各分類別人数の

構成割合や２種類のそれぞれの患者分類に

よって推計される必要看護師数を算出し、

必要とされる推計看護師人数と実際に配置

されていた看護師数の値を比較した。その

際には、実配置数を推計看護師数で除した

値を充足率と定義し、この値についての検

討をした。 

 

C.研究結果 

１）看護師の適正人員配置を行うための患

者分類システムに係わる国外の研究レビュ

ー 

患者分類システムを用いて看護師の人員

配置を行うためには、看護師の業務量だけ

でなく、患者のケアやニーズに関する評価

データ、看護サービスに関わる経費の算定、

看護に関わる医療資材等のコスト管理とい

った他の要因を配慮することが重要であり、

これが配慮されていなければ適切な人員配

置方法とはならないことが示されていた。 

また、毎日の評価データ収集には時間が

かかることから、データシステムを維持し

ながら、これに携わる看護師の教育訓練や

モチベーションの向上等、このシステムの

妥当性や信頼性を検証することにも人的資

源が必要であるとされていた。さらに、こ



 
 

のシステムのオペレーションには、一定の

能力を必要とするため、これに対する教育

研修体制の整備も求められる。 

これらの結果に加えて、日本においては、

日々、収集されるデータ精度を高めるため

には、この評価に携わる看護師のアセスメ

ント能力の向上やその維持を図るための教

育訓練体制の整備が急務であると考えられ

た。 

 

２）全国の入院医療患者における入院基本

料タイプ別、入院日数別医療処置および療

養上の世話の提供実態 

日本の医療機関では、入院初日は全患者

の 7 割近くには全く看護必要度評価項目に

おける医療処置は提供されていなかった。

また、入院から 6 日目には、50％以上の患

者に全く医療処置が提供されていなかった。

さらに看護必要度評価項目における療養上

の世話は、入院初日は患者の約 6 割には提

供されていたが、2 日目以降でも、約 4 割

の患者には提供されていないことが示唆さ

れた。 

以上の結果からは、退院すべき患者が退

院せずに病院に滞留している状況や、わが

国における入院は、入院初日のあり方につ

いて、早急に検討されなければならないこ

とが明らかにされた。 

 

３）２種類の患者分類による入院患者の分

類結果 

全国の急性期病院から収集された

295,229 件のデータから、重症患者分類に

よる分類を付与した結果、重症患者分類に

よる分類としては、タイプ２が 34.5%と最

も高い割合を占め、次にタイプ１が 28.5%、

タイプ４が 24.9％、タイプ５は 8.1%、タイ

プ３は 3.9%と続き、タイプ 3の割合が低い

ことがわかった。 

一方、一般患者分類による分類では、タ

イプ１が 31.7%と最も多く、次にタイプ３

が 33.0%、タイプ２が 20.0％、タイプ４が

10.8%、タイプ５が 4.5%と続き、タイプ５

が顕著に低い割合を示していた。 

さらに、同一患者における２種類の患者

分類を比較した結果、重症患者分類でタイ

プ４と示された者が、一般患者分類ではタ

イプ３となること、同様にタイプ５の患者

がタイプ３になるといった、重症患者分類

では、かなりの時間を要するとされる患者

分類とされていた患者が一般患者分類では、

それほど時間を要さない患者分類となると

いう事例や、重症患者分類では、さほど業

務量が長くないタイプ２とされていた患者

が、一般病棟患者分類によれば、長い時間

を要するとされるタイプ３になるという結

果が示され、重症患者分類と一般患者分類

の利用に際して留意すべき点があることが

示された。 

 

４）看護必要度による患者分類を用いた必

要人員配置の推計 

全病棟の患者タイプは、重症患者分類だ

と、タイプ１が最も多く、タイプ３はわず

か 0.6％であった。一般患者分類による分

類では、重症患者分類による結果とは異な

り、タイプ1が25.3％、タイプ2が31.7％、

タイプ 3が 38.0%と示された。 

また２種類の患者分類を用いた推計看護

師数は、重症患者分類による推計値と一般

患者分類による推計値の差が、+4.1 人から

▲2.8 人までと差があることがわかった。 



 
 

実配置との比較からは、重症患者分類を

用いた推定値では、実配置において看護師

数が不足していると示された病棟であるに

も関わらず、一般患者分類の推定看護師で

は、実配置のほうが、推計値よりも多いと

いう状況が示されるなど、分類方法によっ

て推定看護師数には差があった。 

以上のように、２通りの結果が示された

背景には、重症患者分類は主に療養上の世

話を必要とする高齢患者像を反映した業務

時間を推計する感度が高く、一般患者分類

は、急性増悪患者に対応する医療処置の多

さを反映した時間の推計に対する感度が高

いという特徴があったためと考えられた。 

これらの結果を踏まえて、より実態に近

い配置は、どちらの分類を用いたものであ

ったか、あるいは、いずれかの分類ではな

く、新たな分類の方法を検討すべきかにつ

いて、さらに臨床知見を含めての議論が必

要なことを示していた。 

 



 
 

D．考察 

任意に選定された病院の入院初日の看護

必要度の分析から、医療処置を受けていな

い患者が約６割程度、療養上の世話を受け

ていない患者が約 4 割程度、存在している

ことが明らかにされた。 

このことは病院には、医療処置や療養上

の世話を受けていない患者が一定程度、入

院（とくに入院初日には多く）しており、

こういった医療資源の利用をいかに抑制す

るかが課題となることを改めて示すことと

なった。 

これまでも日本では医療機関の機能分化

をすすめ、現行の入退院システムを改善す

るために、入退院が適切な時期に実施され

るように、在宅での医療処置や療養上の世

話を提供するための仕組みつくりとしての

地域包括ケアシステムの構築や、病院間の

連携体制の整備等、様々な取り組みが提案

されてきた。 

しかし、本研究で示されたように、医療

も療養上の世話も受けることなく入院して

いる患者は相当数、存在しており、適切な

医療や看護サービス提供システムの構築が

いかに困難であるかを示唆していた。 

また、適切な医療や看護資源の分配が簡

便に実現できることを目指して、これまで

２種類の患者分類が提案されてきた1が、同

一患者に対して、この２種類の患者分類を

施してみた結果、異なった結果が示され、

この結果を基礎とした、推計看護師数にも

差異が示された。 

                                                  
1 筒井孝子．「看護必要度」を用いた患者分
類の開発と適正人員配置への利用.岩澤和
子，筒井孝子．看護必要度第 5 版，日本看
護協会出版会，P9-12 

これらの結果は、日本の臨床現場の実態

に合わせた分類をさらに検討する必要があ

ると考えられたが、その際の検討方法につ

いては、現状を基礎とすべきか、あるいは、

あるべき姿を基盤とすべきか等、さらに臨

床知見を含めての活発な議論が必要であろ

う。 



 
 

E．結論 

平成 27 年度はこれらの研究成果を基に、

患者分類の基礎となる看護必要度評価項目

の見直しに資する検討や、新たな患者分類

（新分類）の作成、さらには、この新患者

分類の妥当性と、この分類を用いた適正人

員配置への活用手法について、さらに詳細

なデータ分析や専門家や、臨床現場で実際

に働く看護師らによって構成される委員会

での議論を経ることで、より臨床的な視点

を踏まえた検討を進めていくことを予定し

ている。 
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表 1-1 平成 26（2014）年時点の看護必要度評価項目と各

通し
番号

項目番号 項目名
ICU用の重症度、医
療・看護必要度

HCU用の重症度、医
療・看護必要度

一般病棟用の重症度、
医療・看護必要度

日常生活機能評価票

1 A-1-1 創傷処置(①創傷の処置(褥瘡を除く)) ○ ○
2 A-1-2 創傷処置(②褥瘡の処置) ○ ○
3 A-2 蘇生術の施行 ○
4 A-3-1 呼吸ケア（喀痰吸引の場合を除く） ○
5 A-3-2 呼吸ケア（喀痰吸引及び人工呼吸器の装着の場合を除く） ○
6 A-4 点滴ライン同時3本以上の管理 ○ ○
7 A-5 心電図モニターの管理 ○ ○ ○
8 A-6 輸液ポンプの管理 ○ ○
9 A-7 動脈圧測定（動脈ライン） ○ ○
10 A-8 シリンジポンプの管理 ○ ○ ○
11 A-9 中心静脈圧測定（中心静脈ライン） ○
12 A-10 人工呼吸器の装着 ○ ○
13 A-11 輸血や血液製剤の管理 ○ ○ ○
14 A-12 肺動脈圧測定（スワンガンツカテーテル） ○ ○
15 A-13 特殊な治療法等（CHDF、IABP、PCPS、補助人工心臓、ICP測定、ECMO） ○ ○
16 A-14-① 専門的な治療・処置　①抗悪性腫瘍剤の使用（注射剤のみ） ○
17 A-14-② 専門的な治療・処置　②抗悪性腫瘍剤の内服の管理 ○
18 A-14-③ 専門的な治療・処置　③麻薬の使用（注射剤のみ） ○
19 A-14-④ 専門的な治療・処置　④麻薬の内服・貼付、坐剤の管理 ○
20 A-14-⑤ 専門的な治療・処置　⑤放射線治療 ○
21 A-14-⑥ 専門的な治療・処置　⑥免疫抑制剤の管理 ○
22 A-14-⑦ 専門的な治療・処置　⑦昇圧剤の使用（注射剤のみ） ○
23 A-14-⑧ 専門的な治療・処置　⑧抗不整脈剤の使用（注射剤のみ） ○
24 A-14-⑨ 専門的な治療・処置　⑨抗血栓塞栓薬の持続点滴の使用 ○
25 A-14-⑩ 専門的な治療・処置　⑩ドレナージの管理 ○
26 B-1 床上安静の指示 ○ ○
27 B-2 どちらかの手を胸元まで持ち上げられる ○ ○
28 B-3 寝返り ○ ○ ○ ○
29 B-4 起き上がり ○ ○ ○ ○
30 B-5 座位保持 ○ ○ ○ ○
31 B-6 移乗 ○ ○ ○ ○
32 B-7 移動方法 ○ ○
33 B-8 口腔清潔 ○ ○ ○ ○
34 B-9 食事摂取 ○ ○ ○
35 B-10 衣服の着脱 ○ ○ ○
36 B-11 他者への意思伝達 ○ ○
37 B-12 診療・療養上の指示が通じる ○ ○
38 B-13 危険行動 ○ ○
39 その他-1 看護計画に基づいた専門的な指導
40 その他-2 看護計画に基づいた専門的な意思決定支援 ○
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